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理論的課題

⚫ これまでの憲法論：自己情報コントロール権

• プライバシー権＝自己情報コントロール権だと理解した上で、同意を中心
として自己情報のコントロールを追求。

• 個人情報保護法と憲法上のプライバシー権との関係が不明確。

⚫ データの質量、分析能力の増大に対応する（憲）法理論の必要性。

• 権利か客観法（ガバナンス）か。客観法と権利とのリンク。

• 自己情報コントロールの行方：同意を中心とすることの是非。
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GDPRの取り組む新しい論点は、いずれも日本法の課題

⚫ GDPRの取り組む新しい論点は、いずれも日本法の課題

• 自動決定、プロファイリング

• データポータビリティ

• 域外適用、自由な国際流通と保護、etc

⚫ とはいえ、予防原則的なアプローチを取るかどうかは要検討。

• 通常の立法は、「立法事実」として明確な弊害の存在を前提とする。

• また、何が適切な規制ポイントなのかをよく考える必要がある。
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日本法の最大の課題は公的部門

⚫ 個人情報保護委員会の監督権限が公的部門に及んでいない

• それ自体に特段の根拠はなく、行政組織法の原則によるもの。

⚫ 特に警察部門については、そもそも全体として裁量が広く、法治国家原
則が緩やかに適用されている。

⚫ 分散的な個人情報保護ルールの問題

• 国の行政機関、独立行政法人、地方公共団体とで別個の法規範が設
けられ、別々に執行されている。

• 利活用面で障害となるほか、知見不足による保護の過少問題も。
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「活用を促すための積極的規制」という視点

⚫ 民間については、活用を促すための積極的規制という視点も必要では
ないか。

• 個人情報が適切に保護されていることを示すことによる国民の信頼の確
保→利活用の促進というサイクルの確立。

⚫ もう一段高いレベルの規制

• 現行ルールの執行強化

• ルールそのものの高度化：GDPRとの保護水準の格差をどう考えるか。

• Case Lawの問題

5



「ペナルティの在り方」について
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• 「指導等により違法状態が是正されているのが実態」と
言えるか？
• 一例として、仏CNILでは、2018年に310件の違反調査（う

ち204件が立入調査）が行われ、「指導等」は48件で、9件
につき課徴金が課された（ただし、規律自体がより厳格である
点要注意）。

• GDPRに代表される強力なペナルティの背景は何か？
• 「全世界売上高」を問題にするなど、グローバル企業を射程に

入れている。

• そうだとすれば、この問題は域外適用の問題と関連させて理解
すべきではないか。

CNIL, Rapport annuel 2018, p. 3.



“Case Law”の必要性

• ここで“Case Law”とは、個別事案に対して公的に
示された法解釈を指しているが、法の明確化や発
展にはこれが不可欠。
• ガイドライン等はあくまで一般論で、一定以上の具体性

は持ちにくい。
• また、ガイドライン等を示すか否かは委員会の裁量であり、

また、当事者の主張を踏まえた見解とは限らない。

• 個情法は、その解釈が訴訟で争われる機会が非常
に少ない法律であり、また、委員会が個別事案で
詳しい事実関係や判断理由を示して監督権限を
行使することもない。

• 個別事案を通じた動態的な法発展が望みにくい構
造となっている。
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CNILが2018年10月8日、某NPOに対して警
告を行った決定書（上記体裁で全４頁）。


